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１  はじめに 

この「長井市の中期財政見通し」は行財政の運営及び関連する各種計画を見直す際の

参考となるよう今後５年間の見通しを示したものです。 

長井市第５次総合計画に基づき事業を実施した場合の歳入と歳出を集計し、その収支

を試算しました。収支の試算上の乖離については財源確保対策を行うことにより収支の

均衡を図ります。 

市民の皆さんのご理解とご協力で成し得た行財政改革の成果により、本市財政は十分

とはいえないまでも一定の健全度を保っています。現在、公共施設の整備事業をはじめ、

きめ細かなソフト事業など、行財政改革期間中に実施できなかった施策を積極的に推し

進めております。今後も国と地方の社会・経済情勢や人口減少、少子高齢化の状況やそれ

らの影響も見極めつつ、引き続き適切な行財政運営を継続していきます。 

 

２  試算の前提条件 

（１）試算の対象となる会計：一般会計 

（２）試算する期間：令和元年度から令和５年度までの５年間 

（３）試算の方法 

歳出については、平成３１（令和元）年度当初予算を基に、「長井市第五次総合計画」

及びその関連計画等に基づく事業に関する経費を集計し、計上しました。 

試算における歳入、歳出の推計方法は次のとおりです。 

歳 入 

① 市 税 

市民税については、生産年齢人口の推移、税制改正による影響額等を勘案し推計

しました。固定資産税及び都市計画税については、地価の水準や動向、新築住宅の

着工状況等を加味して推計しました。 

② 交付金 

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金及び交通安全対策特別  

交付金については、平成３１（令和元）年度当初予算と同水準で見込み、地方消費

税交付金、自動車取得税交付金などについては制度改正に伴う影響を加味して推計

しました。 
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③ 地方交付税 

普通交付税については、平成３０年度の交付決定額を基本に、国の地方財政対策

が継続することを前提に伸び率を見込みました。基準財政需要額の事業費補正、密度

補正及び公債費は個別に加算、減算を行い推計しました。特別交付税は、現在、交付

税総額の６％程度となっていますが、当面、現行水準が維持されるものと仮定し推計

しました。 

   ④ 国・県支出金 

実施予定の事業について現行の補助率を適用し推計しました。 

   ⑤ 市 債 

実施予定の投資的経費について、現行の起債充当率を適用し推計しました。臨時

財政対策債は制度が継続されるものと仮定し推計しました。 

   ⑥ その他の歳入 

過去の決算額の推移、各年度の動向などを参考に推計しました。 

歳 出 

① 人件費 

職員人件費は現行の定員適正化計画における各年度の職員数を基に推計しました。 

   ② 扶助費 

   平成３１（令和元）年度当初予算における措置額を基に、各課で推計した各年度の

見込額を集計しました。 

③ 公債費 

既に発行している市債の元利償還金に、投資的経費の財源として発行する予定の

市債及び臨時財政対策債の元利償還金を加算しました。なお、試算においては借換

えや繰上償還等の経費は見込んでいません。 

④ 投資的経費 

実施予定事業のうち投資的経費に分類される概算事業費を集計し、推計しました。

「長井市公共施設整備計画」で実施する予定の市役所庁舎、市民文化会館、学校給

食共同調理場、公共複合施設などの事業費のほか、公立置賜長井病院整備にかかる

置賜病院企業団への補助事業費も計上しました。 

⑤ その他の歳出 

   「長井市第５次総合計画」に基づく実施計画及び平成３１（令和元）年度当初予算

計上額を基に各課が試算した経費を集計し推計しました。 
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３  試算の結果 

試算結果は次のとおりです。 

 （単位：百万円） 

 
令 和 
元年度 

（H31） 

令 和 
２年度 

（H32） 

令 和 
３年度 

（H33） 

令 和 
４年度 

（H34） 

令 和 
５年度 

（H35） 

歳  

 

 

 

 

 

入 

市 税 3,207 3,208 3,156 3,159 3,159 

地 方 譲 与 税 161 161 161 161 161 

交 付 金 590 646 703 703 703 

地方特例交付金 31 31 17 17 17 

地 方 交 付 税 4,100 4,098 4,082 4.074 4,068 

国 ・ 県 支 出 金 3,714 3,346 3,222 4,101 2,718 

市 債 4,602 5,318 1,211 2,463 875 

 (うち臨時財政対策債) (344) (326) (313) (299) (285) 

そ の 他 2,738 1,594 1,593 1,593 1,593 

計（Ａ） 19,143 18,482 14,175 16,301 13,324 

歳 

 

 

 

 

出 

人 件 費 2,396 2,460 2,460 2,430 2,439 

扶 助 費 2,480 2,529 2,563 2,595 2,627 

公 債 費 1,116 1,234 1,324 1,427 1,531 

物 件 費 2,253 1,934 2,078 2,011 2,029 

補 助 費 等 2,189 2,001 2,096 2,008 1,965 

繰 出 金 1,663 1,682 1,652 1,582 1,572 

投 資 的 経 費 5,904 6,570 1,872 4,136 1,109 

そ の 他 1,142 962 1,040 1,040 1,028 

計 (Ｂ) 19,143 19,372 15,085 17,229 14,300 

歳 入 ・ 歳 出 差 引 

（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） 
0 △890 △910 △928 △976 

※ 令和元（平成３１）年度については当初予算額に前年度からの繰越明許費を加算しています。 
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４  収支の見通し（財源確保対策後） 

試算における収支の乖離については、今後も引き続き、歳入・歳出両面における財源

確保対策を講じて収支の均衡を図ります。 

               （単位：百万円） 

 令 和 
元年度 

（H31） 

令 和 
２年度 

（H32） 

令 和 
３年度 

（H33） 

令 和 
４年度 

（H34） 

令 和 
５年度 

（H35） 

歳入・歳出差引  （Ｃ） 0 △890 △910 △928 △976 

 

歳     

 

 

 

 

 

 

 

 

入 

市有財産の活用・売却   18 27 29 

基金・特別会計資金等の活用 △297 295 160 160 155 

 

 

うち財政調整基金 △322 30 30 30 25 

うち公共施設整備基金 △125 135    

移住・定住の促進、子育て・教育

環境整備事業等による効果 
 10 21 31 41 

観光・交流事業等による効果  1 3 4 6 

介護予防・健康づくり・スポーツ

振興事業等による効果 
 27 2 2 2 

その他の効果（繰越金等を含む） 347 50 50 50 50 

計 （Ｄ） 50 383 254 274 283 

歳     

 

 

出 

計画的な事業執行 

効率的・効果的事業展開 

事務事業の見直し 

経常経費の節減 

市民との協働 

民間・他行政機関との連携 

その他 

 498 648 646 685 

減債対策（繰上償還の実施） △50 9 8 8 8 

計 （Ｅ） △50 507 656 654 693 

財源確保対策の総 計 

（Ｆ）＝（Ｄ）＋（Ｅ） 
0 890 910 928 976 

対策後の歳入・歳出差引 

（Ｇ）＝ （Ｃ）‐（Ｆ） 
0 0 0 0 0 
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５  財政指標等について（普通会計） 

収支の見通しを基に、地方財政健全化法において財政健全化の判断基準とされる財政

指標の試算結果は次のとおりです。 

実質公債費比率については、近年実施した公共事業にかかる起債の元金償還が始まる

ことにより１４．７％まで上昇し、将来負担比率は、大規模公共施設整備が本格化する

ことにより１９０％程度まで増加する見込みです。なお、実質赤字比率、連結実質赤字

については数値の計上見込みはありません。 

 令 和 

元年度 

令 和 

２年度 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

実 質 赤 字 比 率（％） － － － － － 

連結実質赤字比率（％） － － － － － 

実質公債費比率（％） 11.6 12.0 12.4 13.6 14.7 

将 来 負 担 比 率（％） 159.7 183.9 181.8 190.7 188.2 

      

地 方 債 現 在 高（百万円） 18,314  22,624  22,824 24,306  24,254 

うち臨時財政対策債等  (5,343)   (5,395) (5,364)  (5,288) (5,023) 

      

財政調整基金残高（百万円） 510 480 450 420 395 

注１： 実質公債費比率は前３カ年の見込値の平均値です。この比率は財政規模に対する借入金

の返済割合を示すもので、地方公共団体の資金繰りにかかる健全度を示す指標です。２５％

が早期健全化基準（イエローカード）、３５．０％が財政再建基準（レッドカード）とされ

ています。また、１８％以上になると、起債に際し国の許可が必要となります。 

注２： 将来負担比率は財政規模に対する負債の大きさを示す指標で、中長期的な視点で財政を

圧迫する可能性をみるための指標です。早期健全化基準のみが示されており、その基準は 

３５０％とされています。 

注３： 「うち臨時財政対策債等」には臨時財政対策債、地方税減税補填債を計上していますが、

これらについては、後年度、地方交付税により全額補てんされる制度となっています。 


